
  

北九州市監査公表第３０号 

平成２０年８月１５日 

 

北九州市監査委員  大 庭 清 明  

同          大 津 雅 司   

同         城 戸 武 光 

同         山 田 征士郎   

 

 

北九州市長から、監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知が

あったので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表す

る。 

 

 

１ 監査の種類 

行政監査 

  （テーマ：社会福祉法人への補助金に係る事務について） 

 

２ 監査の対象  

 （１）保健福祉局、子ども家庭局 

 （２）北九州市所管の社会福祉法人（平成１８年度に市単独の補助金を交付

した法人） 

 

３ 監査の期間 

平成１９年７月２日から平成２０年３月２１日まで 

 

４ 監査公表の時期  

平成２０年４月１０日（平成２０年監査公表第５号） 

 

 

 

 

 

 

 



  

５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）手続について 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 補助金の請求手続について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老

人福祉施設運営費補助金」「軽費老

人ホーム運営費補助金」「ケアハウ

ス運営費補助金」「民間老人福祉施

設整備費補助事業補助金【元利補

給補助】」、保健福祉局保護課：「民

間救護施設整備費補助金【元利補

給補助】」、子ども家庭局子育て支

援課：「民間児童養護施設等運営補

助金」「民間児童福祉施設施設整備

費補助金【元利補給補助（児童養

護）】」、子ども家庭局保育課：「民

間保育所施設整備費補助事業補助

金【元利補給補助】」、保健福祉局

保健衛生課：「結核予防費市費補助

金」、保健福祉局障害福祉課：「民

間心身障害児施設運営補助事業補

助金」「障害者小規模共同作業所補

助金」「障害児施設利用者負担軽減

事業補助金」「民間障害児（者）施

設整備補助金【元利補給補助（知

的障害者援護施設）】」「民間障害児

（者）施設整備補助金【元利補給

補助（精神障害者社会復帰施設）】」

「障害者就業・生活支援センター

事業補助金」） 

補助金の交付手続における社会福祉

法人からの支払の請求については、一

般支払のときは実績報告後の額確定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉局） 

指摘された支払の請求については、

一般支払の場合は、補助金の請求時期 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

に、概算払のときは補助金交付決定後

にすべきであるが、交付申請と同時に

なされている等、不適正な事務手続を

しているものがあった。 

 また、請求書は、補助事業者である

法人が作成すべきものであるが、市の

指示で金額や日付を空欄にして提出し

たという法人や、補助金交付要領に、

請求書の年月日、請求金額、件名等は

記入しないことと規定しているものも

あった。 

 これらは、金額が空白の請求書を交

付申請時に受け取り、市が金額を記入

して処理をしているものである。 

 北九州市補助金等交付規則（Ｓ４１.

３.３１規則第２７号）等を遵守し、適

正な事務手続をされたい。 

と実績報告の請求時期を明確に分ける

こととし、概算払いの場合は、交付決

定の後に請求をするよう指導した。 

 また、要領において日付等空欄を規

定した箇所については、平成１９年度

より削除し、請求書は補助事業者であ

る法人が作成するよう改善した。 

今後とも、適正な事務に努める。 

 

（子ども家庭局） 

 交付手続きにおいて処理方法を見直

し、市補助金等交付規則等を遵守して

適正な事務処理に努める。 

また、関係施設に対しては、平成２

０年３月１３日開催の施設長会議で議

題として取り上げるとともに、各施設

事務担当者に対しては個別に、同規則

の趣旨を十分説明し、適正な事務処理

が行われるよう徹底したところであ

る。【子ども家庭局子育て支援課】 

指摘された点については、平成１９

年度より額の確定後に請求させる等、

北九州市補助金等交付規則等を遵守

し、適正な事務手続きを行っている。 

【子ども家庭局保育課】 

イ 交付決定通知について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「軽費老

人ホーム運営費補助金」「ケアハウ

ス運営費補助金」、子ども家庭局保

育課：「民間保育所施設整備費補助

事業補助金【元利補給補助】」、保 

 

 

 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

健福祉局保健衛生課：「結核予防費

市費補助金」、保健福祉局障害福祉

課：「障害児施設利用者負担軽減事

業補助金」） 

交付決定通知等、市からの通知文書

が指令文となっていないものがあっ

た。 

指令とは、行政機関がその権限に基

づき、特定の個人又は団体の申請、願

いに対して許可、認可、承認等の意思

を表示する場合に用いる文書である。 

 指令は、法令、通達などで書式が定

められている場合が多く、その場合に

は、定められた書式によることとなっ

ており、「北九州市補助金等交付規則の

施行について」(Ｓ４１.４.１北九財財

第１２０号）にも様式が定められてい

る。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

 

（保健福祉局） 

「結核予防費市費補助金」「障害児施

設利用者負担軽減事業補助金」につい

ては平成１９年度より、「軽費老人ホー

ム運営費補助金」「ケアハウス運営費補

助金」については平成２０年度の交付

決定より指令文とした。 

 関係法令、通達等を遵守し、今後も

適正な事務処理を行っていく。 

 

（子ども家庭局） 

指摘された点については、平成１９

年度の確定通知書より指令文とした。 

 

ウ 支出負担行為（交付の決定）につ 

いて 

（保健福祉局障害福祉課：「発達障害

児（者）サポーター支援事業補助

金」） 

発達障害児（者）サポーター支援事

業補助金は、社会福祉法人Ａを相手先

として支出負担行為の決裁を得ている

が、市に提出された交付申請書の申請

者はＡと同じ名称の任意団体であっ

た。 

地方自治法第２３２条の３では、支 

 

 

 

 

 

本件は、社会福祉法人Ａの利用者で

構成する任意団体に対して補助金を交

付するものであったが、誤って支出負

担行為の決裁においては任意団体名の

前に社会福祉法人を付したために生じ

たものである。  

平成１９年度の補助金交付事務にお 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

出負担行為は、普通地方公共団体の支

出の原因となるべき契約その他の行為

とされており、「その他の行為」とは、

補助金の交付決定のような公法上の債

務を負担する行政行為等が該当する。 

 また、地方自治法第２３２条の５で

は、「普通地方公共団体の支出は、債権

者のためでなければ、これをすること

ができない」と規定されている。 

従って、補助金の交付決定という支

出負担行為について、市内部の決裁上

は、本来の債権者とは異なる別の者を

相手として債務を負担することを意思

決定したことになる。 

厳正な内部チェック体制が必要であ

る。 

いては、細心の注意を払い適正な事務

処理をした。 

今後は、厳正な内部チェックを行い、

より一層の事務の適正化に努める。 

 

 

 

 

 

エ 実績報告日について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老

人福祉施設運営費補助金」「ケアハ

ウス運営費補助金」、保健福祉局保

健衛生課：「結核予防費市費補助

金」、保健福祉局障害福祉課：「障

害者就業・生活支援センター事業

補助金」） 

交付決定の前に実績報告を提出して

いるものや、実績報告が遅延していた

ものがあった。 

また、決算より前に実績報告の提出

を求められるため、実績報告の事務費

額が見込みの数字となっている法人が

ある。これでは正しい決算額が実績報 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の申請、交付決定、請求、実

績報告の時期を明確に分け、報告書類

等の日付が前後しないように処理手順

を改善した。  

また、法人の決算前に提出した実績

報告書については、理事会終了後、速

やかに決算書を提出してもらい照合・ 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

告に反映されないこととなり、その後

の正しい決算額による再度の報告もな

されていない。適正な事務処理となる

よう改善されたい。 

 

 

 

 

精算することとし、返還が生じた場合

は速やかに処理するよう、関係する法

人に指導した。 

 この結果、平成１９年度においては

１法人において、対象外経費５５１，

０６９円を返還させた。 

今後も、適正な事務処理を行ってい

く。 

オ 額の確定について 

（保健福祉局障害福祉課：「グループ

ホーム等施設整備補助金」） 

グループホーム等施設整備補助金に

ついて、法人から提出された資料では、

平成１９年４月１８日に実績報告がな

されているが、所管課の資料では、実

績報告より前の平成１９年３月３１日

に額の確定をしている。 

額の確定は、実績報告書の審査、必

要に応じて行う現地調査等により、そ

の報告に係る補助事業の成果が、補助

金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものであるかどうか

を調査し、適合すると認めたときに、

交付すべき補助金の額を確定するもの

である。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

平成１９年度においては、適正な事

務処理を行った。 

 今後は、係員間で互いにチェックし、

さらに決裁回付の中で上司による審査

を徹底する。 

（２）支払方法について 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 要綱等の遵守について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

人福祉施設整備費補助事業補助金

【元利補給補助】」、保健福祉局障

害福祉課：「グループホーム等施設

整備補助金」） 

支払方法について、要綱又は決裁で、

概算払としているが、すべて事業年度

終了後の平成１９年４月に支払ってい

る等、一般支払となっており、要綱や

決裁どおりになされていないものがあ

った。また、但し書きで、特に市長が

必要とみとめる場合には一般払と規定

しているもので、決裁にその理由が記

載されていないものがあった。適正な

事務処理をされたい。 

 

 

 

 

「民間老人福祉施設整備費補助事業

補助金【元利補給補助】」においては、

平成１９年度より、概算払から一般支

払とした。 

「グループホーム等施設整備補助

金」については、法人からの交付申請

時において、すでに補助対象物品を購

入しているときは、「特に市長がみとめ

る場合」に該当するものとし、一般支

払とする。 

今後は要綱に沿って概算払を原則と

した適正な事務処理に努める。 

イ 概算払の見直しについて 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老

人福祉施設整備費補助事業補助金

【元利補給補助】」、保健福祉局保

護課：「民間救護施設整備費補助金

【元利補給補助】」、子ども家庭局

子育て支援課：「民間児童福祉施設

施設整備費補助金【元利補給補助

（児童養護）】」、保健福祉局障害福

祉課：「民間障害児（者）施設整備

補助金【元利補給補助（知的障害

者援護施設）】」「民間心身障害児

（者）施設整備補助金【元利補給

補助（身体障害者更生援護施設）】」

「民間障害児（者）施設整備補助 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

金【元利補給補助（精神障害者社

会復帰施設）】」） 

借入金利息補助金について、利息を

支払った後に概算払で借入金利息補助

金を交付しているものがあるが、概算

払の要件は、債務関係が発生している

が履行期が未到来であることと、債務

金額が確定していないことの二つであ

る。借入金償還は、償還計画に基づい

てなされ、申請時には年間分の一部又

は全額償還済みであり、額も確定して

いるため、一般支払にすべきである。 

 

 

（保健福祉局） 

 指摘のとおり、平成１９年度より、

一般支払に改めた。 

 今後も関係法令等に則った事務処理

に努める。 

 

（子ども家庭局） 

概算払ではなく一般支払とするた

め、市民間福祉施設施設整備費補助金

交付要綱の改正を行った。（平成２０年

４月１日施行） 

（３）要綱の制定及び改正について 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 要綱の制定について 

（保健福祉局障害福祉課：「障害者就

業・生活支援センター事業補助

金」） 

障害者就業・生活支援センター事業

は、要綱を制定せずに毎年決裁により

補助金を交付していた。平成１８年度

で廃止しているが、平成１１年度から

の継続事業であるならば、内部手続、

額、交付基準等を明確にする意味で、

要綱等で規定しておくことが適当であ

った。 

 

 

 

 

局として、事務処理の透明性を高め

る観点からも、今後、継続的に補助金

を交付する事業については、必ず要綱

等を規定するよう指導することとし

た。 

イ 引用する国の通知について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老

人福祉施設運営費補助金」「民間老 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

人福祉施設整備費補助事業補助金

【元利補給補助】」） 

民間老人福祉施設運営費補助金交付

要綱及び北九州市民間老人福祉施設整

備費補助金交付要綱には、廃止された

国の通知がそのまま引用されていた。 

補助事業者は、要綱に基づき補助の

申請手続きを行うが、補助金の交付目

的、補助対象事業及び交付条件等が記

載されている要綱に不備があれば、適

正な補助金の交付ができなくなる。 

常に、要綱の見直しを行い、交付条

件等を明確にすべきである。 

 

 

民間老人福祉施設運営費補助金は、

平成１８年度で廃止した。 

また、民間老人福祉施設整備費補助

事業補助金については、平成１７年度

で廃止しているが経過措置期間がある

ため、従来の要綱で運用していた。そ

のため、要綱の改正について、文書課

との協議に入った。 

ウ 借入金利息補助金の規定について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老

人福祉施設整備費補助事業補助金

【元利補給補助】」、子ども家庭局

子育て支援課：「民間児童福祉施設

施設整備費補助金【元利補給補助

（児童養護）】」、子ども家庭局保育

課：「民間保育所施設整備費補助事

業補助金【元利補給補助】」） 

 借入金利息補助金の交付額につい

て、交付の対象となる借入金の償還に

伴う借入金利息額の約２０％から１０

０％を補助金として交付しているにも

かかわらず、要綱では、「利子にあって

はその１％を補助する」又は「当年度

支払うべき利息の１％相当額」等と、

規定が実態に即していないものがあっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉局） 

廃止した要綱について、補助金交付

の算定基礎を「当該年度の返済利息の

うち１％」としているのは実態に即し

ておらず、明確で分かりやすい規定と

するため、「当該年度の返済利息のう

ち、年利率の１％に相当する額」に改

めるよう、文書課との協議に入った。 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

事務処理に誤りが生じないよう、明

確でわかりやすい規定とするため、要

綱の改正が必要である。 

（子ども家庭局） 

市民間福祉施設施設整備費補助金交

付要綱において、従来「利子にあって

はその１％を補助する」と規定してい

たが、実態に即してわかりやすい記載

とすべく、「当年度に支払う利子のう

ち、貸付金元金の返還に係る利率１％

に相当する額」とする改正を行った。

（平成２０年４月１日施行）【子ども家

庭局子育て支援課】 

指摘された点については、平成１９

年１２月１日付で要綱改正を行った。

【子ども家庭局保育課】 

エ 事務費の定義について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「軽費老

人ホーム運営費補助金」「ケアハウ

ス運営費補助金」） 

北九州市ケアハウス運営費補助金交

付要綱及び軽費老人ホーム運営費補助

金交付決定通知書に、補助金の対象と

なる事務費の定義が規定されている

が、引当金及び本部会計繰入を事務費

に含めている。 

引当金及び本部会計繰入金は、補助

対象とすべきでなく、事務費は、社会

福祉法人会計基準（Ｈ１２．２．１７）

厚生省社援第３１０号）に定める資金

収支決算内訳書の施設経理区分の勘定

科目大区分「人件費支出」及び「事務

費支出」の経費とすべきであり、要綱

等の交付条件の改正が必要である。 

 

 

 

 

今回の指摘を受け、平成２０年度に、

交付決定通知書裏面掲載の交付条件の

改正を行い、「人件費支出」「事務費支

出」に含まれない「固定資産物品費」

「人件費引当金」「修繕引当金」「備品

等購入費引当金」を補助対象外とした。

これに伴い、勘定科目の大区分を「人

件費支出」と「事務費支出」のみに交

付条件を改めた。 

今後とも、適正な事務処理に努めた

い。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

オ 交付制限について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老

人福祉施設運営費補助金」、保健福

祉局保護課：「民間救護施設運営補

助金」、子ども家庭局子育て支援

課：「民間児童養護施設等運営補助

金」） 

 補助金の交付を制限する施設の剰余

金の考え方について、社会福祉法人会

計基準及びこれに基づく国の通知が出

されたにもかかわらず、必要な要綱の

見直しが行われていないため、交付制

限の根拠が不明確となっている補助事

業がある。 

 国の通知を根拠にする等、明確な根

拠規定を要綱に規定するよう要綱の改

正が必要である。 

 また、同様の補助事業の中に、高額

な剰余金による交付制限を規定してい

ない補助事業があるが、国は、当期末

支払資金残高について、過大な保有を

防止する観点から、当該年度の運営費

（措置費）収入の３０％以下の保有と

するとの考え方を示していることか

ら、３０％を超える当期末支払資金残

高を有する施設に対して補助すべきで

はなく、その旨を要綱に規定するべき

である。 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉局） 

 「民間老人福祉施設運営費補助金」

は平成１８年度末で廃止した。 

また、「民間救護施設運営補助金」に

ついても平成２０年度末で廃止するこ

ととしている。 

 

（子ども家庭局） 

 交付を受けようとする前年度末の支

払い資金残高が、前年度の運営費収入

の３０％以下の保有となっている施設

を対象とすることを、市民間児童養護

施設等運営補助金交付要綱に追加し、

改正を行った。（平成２０年４月１日施

行） 

 

（４）実績報告について 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 実支出額の確認について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「軽費老

人ホーム運営費補助金」「ケアハウ

ス運営費補助金」、保健福祉局保健

衛生課：「結核予防費市費補助金」、

保健福祉局障害福祉課：「障害者小

規模共同作業所補助金」） 

 実績報告書の添付資料が決算予定額

で作成されているため、正しい決算額

が実績報告書に反映されていない状況

である。また、補助の対象となる事務

費に、土地取得等、施設整備の支出や

積立金繰入を含めている法人があっ

た。 

これを除くと、実際の支出が基準額

を下回ることとなるため、所管課は精

査のうえ返還を求める等適切な処理を

されたい。 

また、支出費用の明細が明確でない

ものがあり、一部口頭で確認している

とのことであるが、明細を記載した領

収書等、書面により確認すべきである。 

さらに、家賃等賃借料補助金につい

て、家賃等賃貸借契約書等の写が添付

されているが、賃借人名が法人ではな

く、施設の代表者名となっているもの

があった。また、家賃等賃貸借契約が

更新されていないものがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

法人の決算前に提出した実績報告書

については、理事会終了後、速やかに

決算書を提出してもらい照合・精算す

ることとし、返還が生じた場合は速や

かに処理するよう、関係する法人に指

導した。 

 この結果、平成１９年度においては

１法人において認められない経費が含

まれていたため５５１，０６９円を返

還させた。 

また、明細が不明確な費用について

は、内訳を記載するよう改めた。 

 なお、指摘された家賃等賃借料補助

金の件については、法人名による補助

申請においては契約書等の添付書類の

賃借人の名称も法人名でなくてはなら

ないことを平成２０年度の申請より徹

底するとともに、未更新の契約書は平

成１９年度の実績報告において差し替

えた。 

 

 

（５）制度の見直しについて 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 実支出額との比較による補助額の

確定について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「軽費老

人ホーム運営費補助金」） 

軽費老人ホーム運営費補助金は、事

務費と生活費について、決算の実支出

額と補助基準額を比較して、実支出額

が補助基準額を下回る場合は、実支出

額で補助金交付額を確定すべきである

が、実支出額と補助基準額とを比較す

ることなく、補助基準額により交付額

を確定することとしている。 

各法人の決算と照合した結果、決算

額が基準額より低い法人があり、算定

方法の改正が必要である。 

 

 

 

 

今回の指摘を受け、算定方法の改正

を行い、さらに法人の決算の理事会終

了後すみやかに決算書を提出させ、照

合・精査した結果、返還金等が生じた

場合はすみやかに処理するよう明文で

指導した。 

 今後とも、適正な事務処理に努めた

い。 

イ 補助対象利用者数の確定について 

（保健福祉局障害福祉課：「障害者小

規模共同作業所補助金」） 

北九州市障害者小規模共同作業所補

助要綱の別表には、運営費補助の交付

基準について、当該年度４月１日現在

の利用人員と定めている。しかしなが

ら、１日あたりの平均利用（通所）人

数を算出し、これをもって運営費補助

額を確定しているため、実績報告をみ

ると、利用（通所）人員の実態と４月

１日現在の利用人員数が実態と乖離し

ているものがみられた。また、１日の

利用人数が基準の５名に充たず、１年

間を通じて４名しか通所していない施

設があった。 

 

 

 

今後は監査機能を強化し、利用者が

少数の作業所については合併を促して

いきたい。 

 また、地域における障害者の社会参

加の促進に寄与する「障害者小規模共

同作業所」は、本市の障害者にとって

まさに重要である。 

 事業所を運営する法人等に対する補

助金制度は、障害者の地域における自

立と社会参加を支援しており、将来に

わたって充実すべき行政サービスのひ

とつであることから、現在、補助金要

綱の見直しを検討している。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 一方、障害者への福祉サービスは、

かつては施設収容対策が中心であった

が、ノーマライゼーションの理念の理

解の浸透とともに、障害者の地域にお

ける自立と社会参加を支援する本制度

のようなサービス提供体制の構築が重

要である。この重要性に鑑みて、運営

費補助額は、活動実績報告書における

年間開所日数及び延べ通所人数から１

日当たりの人員を算出し確定すること

を念頭においた制度の見直しなど、本

制度が、将来にわたって、地域におけ

る障害者の社会参加の促進に寄与して

いくことができるような制度となるよ

う見直しを検討されたい。 

 

 

 

 

（６）社会福祉法人に対する指導について 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 社会福祉法人の経理処理について 

（保健福祉局高齢者福祉課：「民間老

人福祉施設運営費補助金」「軽費老

人ホーム運営費補助金」「ケアハウ

ス運営費補助金」「民間老人福祉施

設整備費補助事業補助金【元利補

給補助】」、保健福祉局保護課：「民

間救護施設整備費補助金【元利補

給補助】」、子ども家庭局子育て支

援課：「民間児童福祉施設施設整備

費補助金【元利補給補助（児童養

護）】」、子ども家庭局保育課：「民

間保育所施設整備費補助事業補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

金【元利補給補助】」、保健福祉局

保健衛生課：「結核予防費市費補助

金」、保健福祉局障害福祉課：「民

間心身障害児施設運営補助事業補

助金」「障害児施設利用者負担軽減

事業補助金」「民間障害児（者）施

設整備補助金【元利補給補助（知

的障害者援護施設）】」「民間心身障

害児（者）施設整備補助金【元利

補給補助（身体障害者更生援護施

設）】」「民間障害児（者）施設整備

補助金【元利補給補助（精神障害

者社会復帰施設）】」） 

社会福祉法人は、社会福祉法人会計

基準に基づいて経理処理を行っている

が、法人の経理処理をみると、補助金

を本部経理区分で処理している法人が

あった。「社会福祉法人会計基準の制定

について」厚生省大臣官房障害保健福

祉部企画課長、社会・援護局企画課長、

社会・援護局施設人材課長、老人保健

福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局

企画課長連名通知（Ｈ１２．２．１７

社援施第６号(Ｈ１７．１．２８改正現

在)）では、「経常経費補助金等の各種

補助金については、補助の目的に応じ

て帰属する経理区分を決定し、各施設

経理区分で受け入れることとする。」と

あり、通知に基づく会計処理がなされ

ていなかった。 

また、受け入れ科目は、経常経費補 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉局） 

 「民間老人福祉施設運営費補助金」

は、平成１８年度で廃止した。 

 「軽費老人ホーム運営費補助金」「ケ

アハウス運営費補助金」にて交付され

た補助金については、「経常経費補助金

収入」として、また「民間老人福祉施

設整備費補助事業補助金【元利補給補

助】」にて交付された補助金については

「借入金利息補助金収入」として会計

処理するよう、各施設へ指導した。 

「民間救護施設整備費補助金【元利補

給補助】」においては、本部経理区分で

はなく当該施設経理区分の「借入金利

息補助金収入」として処理するよう指

導した。 

 「結核予防費市費補助金」において

は、経常経費補助金収入として処理す 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

助金収入とすべき運営費補助につい

て、措置費収入や介護保険収入で受け

入れしている法人、借入金元金償還補

助金や借入金利息補助金収入で受入れ

るべきものを、他の科目で受け入れて

いる法人があった。 

今後は、社会福祉法人会計基準に基

づいて経理処理を行うように、法人に

対して指導を徹底されたい。 

るよう指導した。 

 「民間心身障害児施設運営補助事業

補助金」「障害児施設利用者負担軽減事

業補助金」「民間障害児（者）施設整備

補助金【元利補給補助（知的障害者援

護施設）】」「民間心身障害児（者）施設

整備補助金【元利補給補助（身体障害

者更生援護施設）】」「民間障害児（者）

施設整備補助金【元利補給補助（精神

障害者社会復帰施設）】」においては、

適切な科目にて処理するよう指導し

た。 

 今後とも、関係規定等に則った、適

正な事務に努める。 

 

（子ども家庭局） 

 平成２０年３月１３日（木）の施設

長会議において、経理区分について指

導した。さらに、同年、適正な経理処

理を行うよう通知を出し指導したとこ

ろである。 

社会福祉法人から年度毎に提出され

る現況報告書（収支計算書）を確認し、

是正指導を徹底することとしている。

【子ども家庭局子育て支援課】 

 平成２０年３月２６日に行われた定

例施設長会において、民間保育所施設

整備費補助金受給施設に対して指導文

書を配布した。【子ども家庭局保育課】 

（７）条例の制定について 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 条例の制定について 

（保健福祉局保護課：「民間救護施設

運営補助金」、子ども家庭局子育て

支援課：「民間児童養護施設等運営

補助金」、保健福祉局障害福祉課：

「民間心身障害児施設運営補助事

業補助金」「障害者小規模共同作業

所補助金」「障害児施設利用者負担

軽減事業補助金」「民間障害児（者）

施設整備補助金【元利補給補助（知

的障害者援護施設）】」「民間心身障

害児（者）施設整備補助金【元利

補給補助（身体障害者更生援護施

設）】」「民間障害児（者）施設整備

補助金【元利補給補助（精神障害

者社会復帰施設）】」「障害者就業・

生活支援センター事業補助金」「グ

ループホーム等施設整備補助金」） 

社会福祉法人に対する地方公共団体

の補助については、社会福祉法第５８

条第１項は、「当該地方公共団体の条例

で定める手続に従い、社会福祉法人に

対し、補助金を支出し、又は通常の条

件よりも当該社会福祉法人に有利な条

件で、貸付金を支出し、若しくはその

他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付

けることができる。」と定めている。し

かしながら、北九州市は、当該条例が

制定されていない。 

なお、社会福祉法人に対する補助金

については、生活保護法第７４条、児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉局、子ども家庭局） 

「市社会福祉法人に対する助成の手

続きに関する条例」を制定し、平成２

０年６月２５日に公布した。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

童福祉法第５６条の２及び老人福祉法

第２４条に規定があるが、生活保護法

及び児童福祉法については、施設整備

補助に関する規定であり、運営費補助

に関する規定ではない。 

したがって、今回、行政監査の対象

とした補助金のうち、民間救護施設運

営補助金、民間児童養護施設等運営補

助金、民間心身障害児施設運営補助事

業補助金、障害者小規模共同作業所補

助金、障害児施設利用者負担軽減事業

補助金、民間障害児（者）施設整備補

助金【元利補給補助（知的障害者援護

施設）】、民間心身障害児（者）施設整

備補助金【元利補給補助（身体障害者

更生援護施設）】、民間障害児（者）施

設整備補助金【元利補給補助（精神障

害者社会復帰施設）】、障害者就業・生

活支援センター事業補助金、グループ

ホーム等施設整備補助金については、

条例の制定が必要である。 

なお、最高裁判所平成７年（行ツ）

第１２２号平成１１年１０月２１日第

一小法廷判決によれば、社会福祉法第

５８条第１項に規定する条例が制定さ

れていない状態で社会福祉法人に助成

がされた場合においても、直ちに違法

な公金の支出になるとはいえないとさ

れていることを申し添える。 

 

 

 


